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本検討会の位置付け



本検討会の位置付け
本検討会では、ⅠとⅡの検討状況の整理を受けて、それらを実現するためのⅢ（働き方）やⅣ（県庁舎）のあり方を検討したい。
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働き方

ユニバーサル

複合活用

DX

行政経営・組織

行政サービス まちづくり

公民連携

ソフト
組織

ハード
施設

防災

環境共生

県庁舎のあり方を議論する上で、
関連する2つの検討会での議論を踏まえ、

本検討会での多角的な観点における議論を通して、
「将来の県庁舎が満たすべき機能や視点」を整理する

本検討会で目指すこと
想定される視点

手続・相談のオンライン化
生成AIの活用

ウォーカブル・回遊性・
共創・県全域への波及

子ども、妊婦、高齢者、障がい者、
LGBTQ、外国人等 耐震性能・フェーズフリー

ABW・テレワーク・
フリーアドレス 県民参加・PPP/PFI 新たな機能創出、賑わい

一般開放とセキュリティの両立
カーボンニュートラル

サーキュラーエコノミー

デジタルファースト、
コネクテッド・ワンストップ

人材確保・離職防止・
財政負担の軽減
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松川

県庁舎
本館 東別館

南別館
防災危機管理
センター

県議会
議事堂

県警
本部庁舎

県庁前公園

NHK跡地

富山
市役所

富山城址公園

周辺の県庁舎等について

出所:Google Earth県庁周辺の県の施設

県民会館

富山県『第1回県庁舎のあり方検討会（R7/7/3）』検討資料より抜粋
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周辺の県庁舎等について
県職員数延床面積築年数

(2025年時点)耐震対応建設年施設名称

約540人15,191㎡築90年平成16,17年耐震補強昭和10年8月本館

約300人5,772㎡築64年平成7年内部改修、
令和3年耐震補強昭和36年10月南別館

約80人2,350㎡築39年（新耐震）昭和61年7月東別館

約270人10,465㎡築3年（新耐震）令和4年7月防災危機管理
センター

約30人6,010㎡築54年平成28年耐震補強・内部改修昭和46年1月県議会議事堂

ー17,774㎡築30年（新耐震）平成6年3月県警本部庁舎

約220人（借室）
1,621㎡ー昭和52年10月（興銀ビル）

※民間施設

約80人（借室）
843㎡ー昭和52年8月（第2電気ビル）

※民間施設

約10人（借室）
261㎡ー平成４年３月（CiCビル）

※民間施設

約140人（借室）
1,347㎡ー平成６年６月（北日本スクエア）

※民間施設

若干名（借室）
217㎡ー昭和47年9月（森林水産会館）



２．庁舎検討における主な視点



庁舎検討における主な視点
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❸まちづくり・官民連携

❶行政サービス・行政経営

❹防災・環境・DEI

❷DX・働き方

前回いただいた意見について、それぞれの視点ごとに整理した上で、現在の取組み状況を紹介する



❶行政サービス・行政経営
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 第１回検討会（7/3）の主な意見

・県の役割には、直接的に県民にサービスを提供する部分と、市町村をバックアップする間接的な役割
の両方がある。また、県庁舎の使い方についても、庁舎周辺の敷地活用や行政サービス提供の観点、対
象者は県民なのか職員なのかに分解して議論が進められると良い。

・働き方の重要な視点として、職員のエンゲージメントを挙げたい。ABW やフリーアドレス、テレワークなど
多様な働き方を可能にする執務環境の整備は、職員の働きやすさや生産性向上に大きく貢献するが、
最終的に組織を支えるのは「人」であり、職員が仕事に高い意欲や誇りを持ち続けられる仕組み作りも
重要。

・若い世代は、安定性だけでなく、自らの成⾧やスキルアップ、社会貢献を実感できる職場を重視する傾
向にあり、物理的な職場環境の整備に加え、成⾧の機会が提供され、職員が成⾧を実感できるような
組織体系や人事制度、評価の在り方の検討が不可欠。



未来へつなぐ行政サービスのあり方検討会

12富山県『未来へつなぐ行政サービスのあり方検討会 中間とりまとめ』資料編より抜粋



13富山県『未来へつなぐ行政サービスのあり方検討会 中間とりまとめ』資料編より抜粋
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15富山県『未来へつなぐ行政サービスのあり方検討会 中間とりまとめ』資料編より抜粋



16富山県『未来へつなぐ行政サービスのあり方検討会 中間とりまとめ』資料編より抜粋



17富山県『未来へつなぐ行政サービスのあり方検討会 中間とりまとめ』資料編より抜粋



富山県職員人材育成・確保基本方針

18富山県『富山県職員人材育成・確保基本方針』より抜粋



19富山県『富山県職員エンゲージメント調査』より抜粋



❷DX・働き方
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 第１回検討会（7/3）の主な意見

・オフィス設計においてはまず、職員が「どのような働き方を目指すのか」というコンセプトを明確にすること
が重要。一番大事なコンセプトを職員全体で共有する必要がある。

・テレワークによる出社率、IT 技術の進化、ペーパーレス化の推進などがオフィスにスタイルを構築するため
の重要な要素となる。

・本庁舎の歴史的価値を活用しつつ、働きやすい環境への改善が必要。夏場の暑さや冬場の寒さの解
消、ペーパーレス化の進展などについても検討し、職員の働く意欲を高めるオフィス設計が求められる。

・職員アンケートをとって、建物や職員の職場環境の課題を整理することも重要である。
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執務環境改善モデルオフィスの運用

ルーム１ （定員31人） ルーム２ （定員20人）



22

■ 趣 旨 生産性向上や事務の効率化を図るとともに、職員のモチベーション向上による人材の
確保・定着を図るため、本館４階の一画に県庁モデルオフィスを整備

■ 運用開始 2025（令和７）年４月
■ 運用方法 多くの職員の意見を参考にするため、３か月ごとに所属を替えて利用

今後、行政サービスのあり方や職員の働き方の観点等を踏まえ、検討を行っていく
■ 入居所属

ルーム２ルーム１入居期間

環境保全課（生活環境文化部）人事企画室（経営管理部）Ｒ７．４～６月

観光振興室・観光資源活用室（観光推進局）Ｒ７．７～９月

政策推進室、成⾧戦略室（知事政策局）航空政策課（交通政策局）、
スタートアップ創業支援課（商工労働部）Ｒ７．10～12月

財産管理室（経営管理部）地域振興課、中山間地域支援・移住促進課
（地方創生局）Ｒ８．１～３月
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モデルオフィスを利用した職員アンケートの主な意見

■否定的意見
１ フリーアドレス・離席による弊害
• 新採がメンターと離れ、目が届かず支障が出た。

（相談対応業務）

• すぐ近くに同じ係の人間がおらず、電話対応等
で気軽に聞けず不便だった。（相談対応業務）

２ 設備・ハード面の不満・課題
• 事務机としては狭いスペースもあった。椅子がな
じめず腰が痛くなった。（外部調整業務）

• スマホの感度が悪く聞き取りにくい、転送などの
使い勝手が悪い。（管理業務ほか）

３ 運用面・業務特性とのミスマッチ
• 図面等の書類を扱う職場、ペーパーレスが進ん
でいない職場には難しい。（図面・紙を扱う技術業務）

• 個人情報を扱うため、完全フリーアドレスではなく
グループアドレスが適している。（個人情報を扱う業務）

■肯定的意見
1 環境改善
• 新しく綺麗な環境でモチベーションが向上した、
仕事していても明るい気持ちになった。（管理業務）

• 冷暖房も快適で集中できた。働く環境ひとつで
こんなに変わるんだと実感した。（技術系業務ほか）

２ コミュニケーション・組織間連携の活性化
• 他部署のベテランが新人に教えるなど、交流が
深まった。（企画業務）

• 年齢や担当にかかわらず誰とでもフラットに会話
ができた。（管理業務）

３ 業務効率化・働き方改革への効果
• 板で区切られた机や椅子など機能面で仕事の
効率が上がり、とてもよかった。（管理業務）

•モノを減らしたりペーパーレス化のきっかけとして
効果がある。（企画業務）



❸まちづくり・官民連携
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 第１回検討会（7/3）の主な意見

・県庁舎は富山の中心に位置し、旧市街と駅前エリアを結ぶ重要な場所にあるため、庁舎そのものだけ
でなく、周辺エリアとの関係も含めて議論する必要がある。

・富山は産業が活発なので、県全体の産業を考えながら地元企業と連携する県庁舎を考えるなど、それ
ぞれのセクターを越えて繋がるカップリングを考えると良い。

・産業振興やスタートアップ支援につながるよう県内外から訪れるビジネス目的の来庁者との交流機能の
視点も重要。開放的な雰囲気を醸しつつ、階層化による柔軟なセキュリティゾーン運用を検討すべき。

・県庁舎の課題は何なのか。開放する目的やターゲットを明確にする必要がある。収益化を目指すのか、
地域住民の居場所を目指すのか、目的によって施策の方向性が変わってくる。



県庁周辺県有地等の有効活用検討会

25
富山県『第3回県庁周辺県有地等の有効活用に関する検討会

（R8/2/20）』検討資料より抜粋

県庁周辺エリアの3つのありたい姿とエリアコンセプトを設定している。
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県庁周辺に県が有する主な施設

アクションプランの一つとして、歴史ある県庁舎本館をまちに開いて賑わい拠点とすること、複合的に活用することを
定めている。

富山県『第3回県庁周辺県有地等の有効活用に関する検討会
（R8/2/20）』検討資料より抜粋
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【検討事項】【アクション❹施策】
複合的な活用によるまちへの開放、登録有形文化財の登録、県庁モ
デルオフィスの取組みについて1. 庁舎機能や複合的な活用の方針を定める

求められる新たな機能、官民連携手法の導入検討2. 複合的な活用に向けて新たな機能を導入する

• 貴重な歴史資源として、本館の建物を保存しつつ、まちに開かれ
た賑わい拠点となるように、新たな機能の導入や複合活用のあり
方について検討していきます。

• これまでのワークショップやアイデアコンペ、民間事業者へのサウン
ディング等を踏まえ県庁舎本館の新たな機能にについて、県民や
民間事業者との対話を重ねて、望ましい複合活用のあり方を検
討していきます。

県庁舎本館の内部の様子

県庁舎本館の価値を最大限に生かした新たな機能の導入により複合的な活用を検討する方向性を示している。
※県庁舎本館は、保存のうえ、県オフィスとして使用しながら、県民等に部分開放する複合活用を想定。
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本検討会や『未来へつなぐ行政サービスのあり方検討会』と連携しつつ、県庁舎のあり方を検討し、各アクションの
実行に展開させること目指している。

富山県『第3回県庁周辺県有地等の有効活用に関する検討会
（R8/2/20）』検討資料より抜粋
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「県庁舎本館の利活用」に関するサウンディング

■ 実施日時 令和７年９月１日（月）14:00～16:30
※ サウンディングの前に参加者に庁舎案内を実施

■ 実施場所 富山県庁４階大ホール
■ 参加事業者等 事業者１２社、個人１名
■ 主な意見
＜方向性＞民のつくる賑わいと公のつくる賑わいは違う。ビジネスで集客する民間だとエリア毎の引っ張り合いになるが、
収益だけではない機能を公が担う。それができれば、ここに来た人が周辺の桜木町や商店街に実需としてしみ出して
いく。
＜本館の利活用スペースの規模＞県庁舎本館を全部開放するのか、執務室を一部残すのかで用途等が全く変
わってくる。民間企業がどの程度のスペースを使えるのかという点が重要。
＜民間との役割分担等＞このサウンディングのような機会を民間事業者と何回か開いていただけるとありがたい。条
件整備など事業者との対話はきっちりやっていただきたい。
＜コンテンツ・用途＞駅や商店街と似た商業機能を県庁内に設けても仕方ない。県庁は県内外の民間事業者が
集まる場所なので、交流スペースやコワーキングスペースは十分考えられる。

※R8においても、民間事業者向けのサウンディングを実施予定
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民間企業との連携・協力した本館開放の事例
民間企業が県庁職員を対象に約25種類のDXツールを展示し、体験できる「とやまDX体験ラウンジ」を開催 

■ 実施企業 （株）NTTドコモビジネス
■ 実施日 令和８年２月５日（木）、６日（金）
■ 実施場所 県庁舎本館229会議室
■ 内容 ・スマートグラスやデジタルヒューマンなど、最新デジタルツールの体験 

・行政の各分野向けのソリューション展示 
・デジタル化推進室との相談ブース開設



❹防災・環境・DEI
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 第１回検討会（7/3）の主な意見

・災害時の応急対応の際には、広域的調整を行う県は、市町村および国との連携が重要となる。過去
の災害時の振り返りや、石川県など近隣事例を踏まえると、庁舎として国や関係機関の応援を受け入れ
る備えや体制が必要である。

・平時に県庁舎に集客を促す場合には、発災直後の帰宅困難者にも対応できるよう考慮することも必
要となる。

・環境については、我慢の省エネではなくウェルネスやウェルビーイングなど働く方が輝けるような庁舎になっ
てほしい。

・ホールライフカーボンという考え方があって、（庁舎使用時のみならず）建設時の CO2 排出を抑えるた
めに既存建物を活用する考え方はカーボンニュートラルに向けて重要。



富山県防災危機管理センター
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常設の災害対策本部室や防災関係機関が活動する受援のためのスペースを備えた、本県の防災・危機管理の中枢
機能を有する拠点施設。



富山県カーボンニュートラル戦略

33

2050年カーボンニュートラルの実現に向け、適時適切な手段を選択しつつ、富山県のさらなる成⾧につなげるため、
2030年度までに実施すべき取組みを描く「富山県カーボンニュートラル戦略」を策定。 



２．庁舎検討における主な視点
（再掲）
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（例）人口減少社会において、県や市町村といった
行政組織の枠組みにとらわれず、また、官だけでなく
民も含めた視点で考えた場合、限られた人的・財政
的資源を有効活用するなかで、サービス拠点としての
県庁舎の役割とは?
（例）変化に柔軟に対応できる“しなやかな組織”を
つくるため、人事制度・組織文化とともに、どのような
県庁舎・公共空間を目指していくとよいか?

行政サービス・行政経営 DX・働き方

【論点】より議論を深めていくために明確化すべき条件やアウトカム、価値は何か?

（例）庁舎の利用者を職員と県民等とに区分した
場合、DXやAIの活用など新たな技術革新も想定さ
れる中で、それぞれの目線で県庁舎に求められる役
割は何か?
（例）多様な世代・職種の職員が学び合い、高い
エンゲージメントを維持するために、どのような職場環
境・庁舎が求められるか?

まちづくり・官民連携 防災・環境・DEI

（例）開かれた県庁舎として、行政運営と
県民利用の双方にとって“最適な舞台”にし
ていく際に意識すべきことは何か?

（例）防災・環境・DEIなど、県民の意識向上に資
する県庁舎の役割や仕掛けは何か?



参考資料
他自治体の検討の流れ

（事例紹介）
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事例１:埼玉県（1/2）

埼玉県庁ウェブサイト 第２回 埼玉県県庁舎再整備専門家会議 資料（https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/203106/r5dai2kaisenmonkakaigishiryo.pdf）

将来を見据えた働き方を踏まえて、県庁舎・オフィスを検討している。
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事例１:埼玉県（2/2）

埼玉県庁ウェブサイト 第２回 埼玉県県庁舎再整備専門家会議 資料（https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/203106/r5dai2kaisenmonkakaigishiryo.pdf）

埼玉県及び埼玉県庁の特徴を踏まえて検討している。
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事例２:岩手県

岩手県庁ウェブサイト 第2回岩手県庁舎再整備懇話会 資料（https://www.pref.iwate.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/087/655/kihonnrinenn.pdf）

岩手県の現状や取組、社会的潮流を考慮した上で、「基本理念」を設定している。
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事例３:多摩市（1/2）

多摩市役所本庁舎建替基本計画（https://www.city.tama.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/016/102/kihonkeikaku2.pdf）

多摩市は、現庁舎の課題のみならず、多摩市の将来展望、市民ニーズの変化、多摩市のまちづくりの方向性等を踏まえ、
目指す将来の市民サービスの姿と、それを支える市役所の姿を定めている。
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事例３:多摩市（2/2）
「将来の市民サービスと市役所の姿」と「市民サービス展開の考え方」を実現するための本庁舎のあるべき姿（めざす本庁舎像）を
定めている。

将
来
の
市
民
サ
ー
ビ
ス
と

市
役
所
の
姿

市
民
サ
ー
ビ
ス
展
開

の
考
え
方

「将来の市民サービスと市役所の姿」
実現のための市役所の体制

将来の市役所全体のサービス提供の姿

本庁舎・駅近機能・地域機能の３機能
の役割分担・連携による展開イメージ

市民サービス全体のあり方・仕組み
サービス提供スタイルの方向性

多摩市役所本庁舎建替基本計画（https://www.city.tama.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/016/102/kihonkeikaku2.pdf）


